
別表１

厚生労働省令で定めるもの 厚生労働大臣が定めるもの 記載上の留意事項

1) 外国人の患者の受入れ体制 1 対応することができる外国語の種類

職員が外国語で対応できる、通訳者を配置している、電話通訳サービスを契約している等により、診療
の一連の流れにおける主要な場面を含め、外国語での対応が可能な言語を記載する。ただし、定期的に
（週１日以上）対応が可能な日があるものに限る。また、対応可能な時間帯等の特記事項があれば記載
する。
多言語音声翻訳機器（言語を入力すると自動で他の言語に翻訳して音声出力するアプリ等）による通訳
は含まない。

2 多言語音声翻訳機器の利用の有無 多言語音声翻訳機器を利用した対応が、部門を問わず可能かどうか。

2) 障害者に対する配慮 1 手話による対応

2 施設内の情報の表示
視覚的に施設内の案内等が表示されることにより、聴覚障害者の利便性に資する措置がとられているこ
と

3 音声による情報の伝達
音声により施設内の案内等が行われることにより、視覚障害者の利便性に資する措置がとられているこ
と

4 施設内点字ブロックの設置

5 点字による表示
点字により診療の内容等が表示されることにより、視覚障害者の利便性に資する措置がとられているこ
と

3) 車椅子等利用者用駐車施設の有無 1 施設のバリアフリー化の実施
高齢者や障害者の利用にも配慮した設計がされていること。具体的には、車椅子で通行可能な通路や廊
下の幅の確保、段差の解消、警告床材・手すり・点字の案内板の設置等がなされていること

2 車椅子等利用者用駐車施設の有無
案内表示や表面への国際シンボルマークの塗装等の見やすい方法で、車椅子使用者用等の駐車施設であ
る旨を表示された駐車施設であること。

3 多機能トイレの設置
車椅子使用者が利用できる広さや手すりなどに加えて、おむつ替えシート、ベビーチェアなどを備え
て、車椅子使用者だけでなく、高齢者、障害者、子ども連れなど多様な人が利用可能であるトイレを設
置していること。

4) 受動喫煙防止対策 1 施設内における全面禁煙の実施
施設内の屋内外全ての場所を禁煙としていること。２の特定屋外喫煙場所を備えている場合は該当しな
い。

5) 医療保険、公費負担等 1 保険医療機関 健康保険法（大正１１年法律第７０号）により指定を受けた医療機関

【歯科診療所用】                                         
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2

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和
５７年法律第８０号）第７条第１項に規
定する医療保険各法及び同法に基づく療
養等の給付の対象とならない医療並びに
公費負担医療を行わない医療機関

保険医療機関以外の医療機関

3 労災保険指定医療機関
労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）により、「療養の給付」を行う医療機関として、都
道府県労働局長が指定した医療機関

4 指定自立支援医療機関（更生医療）
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成１７年法律第１２３号)により、自
立支援医療（更生医療）を行う医療機関として、都道府県知事、政令指定都市の市長又は中核市の市長
が指定した医療機関

5 指定自立支援医療機関（育成医療）
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成１７年法律第１２３号)により、自
立支援医療（育成医療）を行う医療機関として、都道府県知事、政令指定都市の市長又は中核市の市長
が指定した医療機関

6 指定自立支援医療機関（精神通院医療）
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成１７年法律第１２３号)により、自
立支援医療（精神通院医療）を行う医療機関として、都道府県知事又は政令指定都市の市長が指定した
医療機関

7

生活保護法指定医療機関(中国残留邦人
等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立
の支援に関する法律（平成６年法律第30
号）に基づく指定医療機関を含む。)

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）により、医療扶助のための医療を担当させる機関として、厚
生労働大臣又は都道府県知事が指定する医療機関

8

医療保護施設(中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進並びに永住帰国した中国残留
邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関
する法律に基づく医療保護施設を含
む。)

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）により、医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を
行うことを目的として、都道府県が設置し、又は都道府県知事が届出を受け、若しくは認可した施設

9 指定小児慢性特定疾病医療機関
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）により、小児慢性特定疾病医療費が支給される小児慢性特定
疾病医療支援を行う機関として、都道府県知事が指定する医療機関

10
難病の患者に対する医療等に関する法律
（平成２６年法律第５０号）に基づく指
定医療機関

難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号）により、指定難病の患者に対し特
定医療に要した費用について医療費が支給される都道府県が指定する医療機関
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11 原子爆弾被害者指定医療機関
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第１１７号）により、同法に規定する医療を
担当する医療機関として、厚生労働大臣が指定した医療機関

12 原子爆弾被害者一般取扱医療機関
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第１１７号）により、同法の規定による支払
を受けることができる医療機関として、都道府県知事が指定した医療機関

13
単独型臨床研修施設若しくは管理型臨床
研修施設

歯科医師法（昭和２３年法律第２０２号）により、臨床研修施設の指定の基準を満たす診療所として、
厚生労働大臣が指定した施設のうち、歯科医師法第１６条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令
に定める単独型臨床研修施設若しくは管理型臨床研修施設

14 特定行為研修指定研修機関
保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号）により、看護師が行う特定行為に係る特定行為研
修を行う機関として、厚生労働大臣が指定した医療機関

15 臨床修練病院等
外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律（昭和６２年法律第２９号）
により、外国医師又は外国歯科医師並びに外国看護師等が臨床修練を行うに適切な体制にあると認めら
れる病院として、厚生労働大臣が指定した病院又は診療所

16 在宅療養支援歯科診療所
「診療報酬の算定方法（平成２０年厚生労働省告示第５９号）」により、在宅等における療養を歯科医
療面から支援する歯科診療所であって、「特掲診療料の施設基準等（平成２０年厚生労働省告示第６３
号）」に掲げる施設基準に適合しているものとして地方厚生局長又は地方厚生局支局長に届け出たもの

17 無料低額診療事業実施医療機関
社会福祉法(昭和２６年法律第４５号)により、生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事
業を実施する医療機関で、都道府県知事が届出を受けた医療機関

18
性犯罪・性暴力被害者のためのワンス
トップ支援センター

警察への被害届の有無や性犯罪として扱われたか否かに関わらず、強姦・強制わいせつ（未遂・致傷を
含む）の被害を受けた、被害に遭ってから１～２週間程度の急性期の被害者を対象として、必要な支援
を提供できる関係機関・団体等に関する情報提供などの支援を行う医療機関

19
外国人患者を受け入れる拠点的な医療機
関

「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」の選出及び受入れ体制に係る情報の取りまとめについて
（依頼）」（平成３１年３月２６日付医政総発０３２６第３号、観参第８００号）により、地域におけ
る外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関として都道府県が選出した医療機関

20 紹介受診重点診療所
「外来機能報告等に関するガイドライン」（令和４年３月３１日付医政発XXXX第X号別添X）により、医
療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関として都道府県が公表した診療所
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6)
医師、歯科医師、薬剤師、看護師
その他の医療従事者の専門性に関
する事項

1

平成１９年厚生労働省告示第１０８号第
１条第２号の一般社団法人日本専門医機
構又は一般社団法人日本歯科専門医機構
が行う医師又は歯科医師の専門性に関す
る資格（基本的な診療領域に係るものに
限る）、同条第三号の厚生労働大臣に届
け出た団体が行う認定に係る薬剤師、看
護師その他の医療従事者の専門性に関す
る資格並びに令和三年厚生労働省告示第
三百四十七号附則第二条により、当分の
間、なお従前の例により広告することが
できる医師及び歯科医師の専門性に関す
る資格の種類及びその種類毎の人数

該当する資格を保有する医療従事者（非常勤を含む）が在籍している医療機関は、当該専門資格の種類
毎に資格を保有する医療従事者の人数（非常勤を含む場合には常勤換算により記載）を記載する。

7) 対応可能な在宅医療

①在宅医療 1
往診（終日対応することができるものに
限る。）

２４時間の往診が可能な場合に選択

2 上記以外の往診 上記以外の往診の場合に選択

3 退院時共同指導 当該診療行為に対応する診療報酬点数が算定されているもの

4 救急搬送診療 同上

5 在宅患者訪問薬剤管理指導 同上

6 在宅患者連携指導 同上

7 在宅患者緊急時等カンファレンス 同上

8 歯科訪問診療 同上

9 訪問歯科衛生指導 同上

10 歯科疾患在宅療養管理 同上

11 在宅患者歯科治療時医療管理 同上
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12
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指
導管理

同上

13
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーショ
ン指導管理

同上

②在宅療養指導 1 退院前在宅療養指導管理 当該診療行為に対応する診療報酬点数が算定されているもの

2 在宅悪性腫瘍等患者指導管理 同上

3 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理 同上

③診療内容 1 点滴の管理 診療内容に合致するものを選択

2 疼痛の管理 診療内容に合致するものを選択

3 モニター測定 診療内容に合致するものを選択

4 在宅ターミナルケアの対応 診療内容に合致するものを選択

④他施設との連携 1 病院との連携 常時病院と共同して在宅医療を実施している場合に選択

2 診療所との連携 常時診療所と共同して在宅医療を実施している場合に選択

3 訪問看護ステーションとの連携 常時訪問看護ステーションと共同して在宅医療を実施している場合に選択

4 居宅介護支援事業所との連携 常時居宅介護支援事業所と共同して在宅医療を実施している場合に選択

5 薬局との連携 常時薬局と共同して在宅医療を実施している場合に選択

9) 医療従事者 1 医師

2 歯科医師

3 薬剤師
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4 看護師及び准看護師

5 助産師

6 歯科衛生士

7 診療放射線技師

8 理学療法士

9 作業療法士


